
KINKO TOWN PUBLIC RELATIONS 2013.4  8

本庁 福祉チーム ℡ 0994-22-3042
　　 保険衛生チーム ℡ 0994-22-3044
支所 民生チーム ℡ 0994-25-2511

保健福祉課
住民生活課 からの お知らせ

【制度内容】
　障がいのある方とその家族の経済的負担を軽減するために、医療機関を受診した場合の医療費の一
部負担金を県と町で助成する制度です。

【対象者】
　次のいずれかに該当する方が対象となります。医療保険（国民健康保険、社会保険、共済組合等）
に加入している方で①〜③に該当する方、対象者が未成年者等の場合は保護者に医療費を助成します。
① 身体障害者手帳１級・２級の方
② 療育手帳Ａ１・Ａ２の方、または知能指数 35 以下の方
③ 身体障害者手帳３級に該当する障がいを有し、かつ知能指数 50 以下の方
　※生活保護などを受けている方は対象になりません。

　詳しい内容につきましては、福祉チーム・民生チームまでお問い合わせください。

【制度内容】
　在宅の特別障がい者に対して、著しく重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図る一助と
して支給する手当です。

【対象者】
　重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある 20 歳以上の方
に支給されます。（20 歳未満の方に対しては障害児福祉手当が支給されます。）
　施設に入所中の方や病院に入院中の方は対象となりません。（在宅の方のみ）
　また、本人及び扶養義務者の所得が一定額以上の時は支給されません。

　詳しい内容につきましては、福祉チーム・民生チームまでお問い合わせください。

　高齢化や生活習慣病の増加により、脳卒中の発症はまだ多いようです。また発症した場合の治療方法
についても詳しく話されます。興味のある方は、鹿屋肝属地区の脳卒中を考える会事務局（℡ 0994-44-
1119）もしくは、保険衛生チームまでお問い合わせください。

　【期　　日】平成 25 年 4 月 20 日（土）
　【場　　所】リナシティかのや　3 階ホール
　【時　　間】13：00 〜 16：30
　【参加対象】申込不要／入場無料
　【講演内容】 ・閉塞性脳血管疾患について
 ・出血性脳血管疾患について
 ・焼酎と健康
 ・健康ファイルについて

　現在、川薩地域（薩摩川内市やさつま町など）で風しんが流行しています。外出後の手洗い、うがいや
咳エチケットなどに気をつけてください。また、急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら、早めに
かかりつけ医等を受診してください。

　詳しい内容につきましては、保険衛生チーム・民生チームまでお問い合わせください。

■重度心身障害者医療費助成制度について

■特別障害者手当について

■みずから考える『脳卒中』の講演開催

■風しんに気をつけましょう！


